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平成１９年度決算から財政判断指標の公表義務付け

　平成１９年６月に成立しました「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（財政健全化法）により健全化

判断比率の公表が義務付けられ、本格実施となる平成２０年度決算でいずれかの基準を超えると「早期健全化

団体」や国の管理下におかれる「財政再生団体」となります。

　せたな町においては、事業の厳選や起債借入の抑制をはじめとする様々な取り組みにより実質公債費比率

で昨年の23.0％から1.2％減の21.8％となり、財政健全化の方向に進み始めました。

実質公債費比率は公債費の抑制や起債の繰上償還などにより平成１９年度をピークに減少していきますが、平

成２４年度には適正といわれる18.0％以下となるよう今後も「財政非常事態宣言」のもと取り組んでいきます。

増減平成２０年度平成１９年度健全化判断比率

－－－実質赤字比率

－－－連結実質赤字比率

△1.2%  21.8%  23.0%実質公債費比率

△ 7.8%140.9%148.7%将来負担比率

経営健全化基準比率区分資金不足比率

－法適用病院事業

－

法否適用

簡易水道事業

 20.0%－公共下水造事業

－漁業集落排水事業

－原力発電事業

総務省のホームページには全国版の健全化判断比
率等（速報値）が掲載されています。
（平成２１年１０月２日報道資料）

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-　　　　　　
　　　　　　news/02zaisei07_000009.html

※法とは「地方公営企業法」
※用語の解説は５ページ

ふり返る。前年度の町財政

早期健全化基準

  14.32%

  19.32%

  25.0%

350.0%

財政再生基準

20.00%

40.00%

35.00%

－
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自主財源（15.4%）

依存財源（84.6%）

普通会計歳入決算チェック
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依存財源が全体の８割強を占める

一般会計歳入決算チェック
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前年度に比べて約２億円の減額

　歳入の決算額は95億6,476万円で、前年度比

2.5％、約2億3,000前万円の増額となりました。

　歳入に占める依存財源の割合は84.6％と多額で、

地方交付税で56億7,333万円、前年度比2.5%、約1億

3,800万円の増、国庫支出金では9億3,601万円で前

年度比224.6％、約6億4,800万円の増となりました。

国庫支出金が増額となる理由は国の景気対策による

定額給付金給付事業や地域活性化生活対策事業によ

るものです。依存財源全体では8.6％、約6億4,000

万円の増額となりました。

　これに対し、町の自主財源は14億6,851万円で前

年度比21.8％、約4億1,000万円の減額となりました

が、これは平成19年度の繰入金4億1,955万円に対し

平成20年度では1億1,774万円となり、前年度対比

256.3％、3億181万円の減となったためです。繰入

金の減額となる理由は財源不足による財政調整基金

の取り崩しや地域振興基金からの借入が減ったこと

によるものです。

　歳出の決算額は90億2,076万円で、前年度比

2.4％、約2億2,000万円の減額となりました。

　性質別経費では、借入金返済の公債費が18億

9,206万円で21.0%、議員報酬や職員給与費である人

件費が15億7,326万円で17.4％、国の法律に基づい

て支出する扶助費が4億2,830万円、4.8％となり、こ

れらの義務的経費が歳出全体の43.2％と高い割合と

なっています。その他の経費の中では、産業振興、

福祉・医療などの充実のための助成金や一部事務組

合（消防・衛生センター）への負担金などの補助費

が16億171万円、17.8％となっています。また、国

民健康保険や老人保健、介護保険、後期高齢者医療

などの医療や福祉、簡易水道・下水道などの改良・

整備への繰出金が9億8,922万円で歳出全体の11.0％

を占めています。

特集　せたなの台所事情

普通会計歳入歳出差引額5億4,400万円のうち平成20年度事業で翌年度に繰越す財源4億5,299万円（定額

給付金給付事業や地域活性化生活対策事業など）と財政調整基金への繰入額5,019万円を差引いた4,082

万円は前年度繰越金として平成21年度の歳入となります。

国庫支出金(9.8%)
9億3,601万円

地方債(9.2%)
8億8,000万円

道
支
出
金
(3.3%)

3億
1,506万

円

町税(7.2%)
6億9,265万円

地方交付税（59.3%）
56億7,333万円

歳入合計

９５億
6,476万円

     使用料・
     手数料
  （2.5%）
2億4,188万円

　繰入金ほか
　 （5.6%）
5億3,398万円

義務的経費(43.2%)
投資的経費(11.7%)

公債費(21.0%)
18億9,206万円

人件費(17.4%)
15億7,326万円

扶助費(4.8%)
　 4億2,830円

補助費(17.8%)
16億0,171万円

繰出金(11.0%)
9億8,922万円

物件費(10.9%)
9億8,225万円

積立金ほか
(5.5%)

5億0,109万円

普通建設
事業費(11.7%)
10億5,287万円

歳出合計

90億
2,076万円

その他の経費(45.2%)

地
方
譲
与
税
等
(3.1%

)

2億
9,185万

円


